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水上生活者の子どものために設置された児童福祉施設の研究

「住 むための船 」か ら 「学ぶ ための寮」へ移 った子 どもの視 点か ら

主 査 厚 香 苗*1
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水上生活者の子 どもを陸で教育することが、水上生活者の陸地定住を促 したとい うステレオタイプな言説があ

るが、これまで事例研究はほとんど行われてこなかった。そこで本研究では、水上と陸の間に位置していた水上生

活者の子ども向けの児童福祉施設について、建築史および文化人類学 ・民俗学的な方法で、施設利用者である子ど

もの視点に留意 して分析した。そ して本研究の調査地における陸地定住は人災、自然災害や法の改正などが契機

となってお り、児童福祉施設と学校教育は陸上が りを促 した とい うより、子 どもの将来の選択肢を広げる役割を

果た したことを指摘 した。
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 EDUCATIONAL WELFARE FACILITIES FOR CHILDREN OF WATER DWELLERS : 

    Children's perspectives on moving from "boats for living" to "dormitories for learning"

          Ch. ATSU Kanae 

Mem. FUJIWARA Miki, FUJIKAWA Miyoko

This study examined educational welfare facilities built for water dwellers' children, a unique space that occupies a social gap 

between water- and land-dwelling. Employing approaches of architectural history, cultural anthropology, and folkloristics, the 

study concentrated on the viewpoints of children, the actual users of these facilities. Results indicated that the water dwellers 

focused on in this study resettled on land mostly due to natural or human-caused disasters and law amendments. Furthermore, 

rather than prompting water dwellers to relocate on land, school education and educational welfare facilities have served to 

expand the range of future choices available to children.

1.は じめに

1.1.研究の背景

　東南アジアから東アジアにかけては、船や筏などで水

上生活をする者が多い地域である。 日本にも1970年 代

頃までは、家族で船上生活をする人びとがいた。近代 日

本の水上生活者は陸上に根拠地とする集落をもちながら

も、普段は船に乗って移動しながら零細漁業や交易で生

計をたてる 「伝統的水上生活者」と、大都市の港湾に常

駐する艀で暮らす 「大都市港湾部の水上生活者」に大別

できる。各地の港の濠牒 工事がすすんで本船が着岸でき

るようになると艀の需要が減 り、1965年(昭 和40)に

は港湾労働法で艀への居住が禁止された注1)。

　これまで伝統的水上生活者については、主に文化人類

学 ・民俗学が論じてきた。一方、大都市港湾部の水上生

活者は都市問題、あるいは福祉の問題 として論じられて

きた。二つの論点は交わることなく両者のつながりが見

えにくいまま、高度経済成長期以降、徐々に水上生活者

は姿を消 していった。しかし今 日、かって伝統的水上生

活者が根拠地としていた集落を訪ねてみると、大都市港

湾部に設けられた水上生活者向けの児童福祉施設で教育

を受けたという話がよく聞かれる。

　水上生活者が安定的に子 どもを教育するためには二つ

の方法があった。ひとつは陸で生活 している親族に子ど

もを預ける、あるいは母子だけがアパー トを借 りるなど

して、そこから通学する方法である。そ してもう一つが

水上生活者向けの児童福祉施設で子 どもが生活 して、そ

こから通学する方法である。前者では、子どもは 「陸上

が り」とい う同じ状況を共有する身近な大人と陸での生

活に順応 していくことができた。 しかし後者では、子ど

もは船で暮らす親 と、陸の教員や施設職員という、生活

環境や仕事の質が異なる大人の間を行き来しながら成長

することになった。仕事をしながら水上に暮らす親も、

陸の教員 ・施設職員も、子 どもの健やかな成長を願い尽

力した。 しかしまだ親が恋 しい小学校低学年から、思春
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期の中学生までの感受性豊かな子どもの共同生活 と、 日

常的に接する生活環境の極端な相違は、良くも悪 くも子

どもたちにス トレスを与えた注2)。

水上生活者の多い中国でも、水上生活者の子どもが義

務教育を受けるために親と離れて生活することがあった。

水上生活者が集中する香港や広東省において、かつて水

上生活者は蛋民、蛋家などとい う蔑称で呼ばれていたが、

中華人民共和国建国後の1950年 代に実施された民族識

別工作でマジョリティである漢族と認定 された。 しかし

「陸上定住者=真 の漢族/水 上居民=漢 族性を欠いた

人々」という図式での差別が続いた。広東省では水上生活

者のための小学校と初級中学が設置され、子どもたちは川

岸の小屋に住んで通学した。その後、1970年 代以降に生ま

れた者の多くは高等中学まで進学し、都市で船とは関係の

ない仕事に就いた文1)。学校教育を受けることが低い社会的

地位から抜け出すための手段となったのである。福建省で

は後述するように、水上生活者が自発的に自分たちのた

めの教育機関を設置 したケースもあった。

日本でも伝統的水上生活者への異質視はあったが、水

上生活者が自分たちで教育機関を設置 しなければならな

いほど、公教育ヘアクセスしにくかったことはない。た

だ子どもを職住一体型の船に乗せたまま移動する生活が

就学の妨げになっていた。水上生活をしていても経済力

に恵まれた家庭もあり、就学率の低さと貧困問題が直結

していたわけでもない注3)。日本の水上生活者向けの児童

福祉施設は、毎日、安心して学校に通 うことのできる環

境を子どもに提供することに第一の目的があった。

このように日本 と中国では施設が設置 された背景に違

いがあるものの、どちらでも子 どもは自分たちのために陸

に 「作られた」児童福祉施設 とい う慣れない環境で生活

して近代的な知識を身につけ、その経験は大人になって

から陸での生活を含む新しい生活を 「作る」ための基礎

になった。

1.2.研 究の目的

水上生活者の子どもを陸で教育することが、水上生活

者全体の陸地定住を促したというステレオタイプな言説

があるが、これまで事例研究はほとんど行われてこなか

った。そこで本研究では、水上と陸の間に位置して、水

上生活者の子どもの教育に重要な役割を担った水上生活

者の子ども向けの児童福祉施設について、施設を利用し

ていた子 どもたちの立場に留意 しっっ、建築史および文

化人類学 ・民俗学的な視点から分析する。

1.3.研 究の 方 法

日本 で は水 上 生活 者 の 子 ども達 の た め に1895年(明

治28)か ら1970年 代 頃 まで 、24の 施 設 が 開設 、運 営 さ

れ た注4)。この うち20の 施設 が大 都 市港 湾 部 の艀 で生 活

する子 どもたちのための施設で、若松海員児童寄宿舎

(1929年 開設/福 岡県北九州市)、東京水上学校(1930年

開設/東 京京橋区月島)、大阪水上隣保館(1931年 開設/

大阪市港区)、日本水上学園(1942年 開設/横 浜)、八幡児

童ホーム(1954年 開設/福 岡県北九州市)などがこれに該

当する。残 りの4施 設は漁業や行商の船(いわゆる家船)

に住ま う家庭の子供たちのための施設で、湊学寮(1928

年開設/広 島県尾道市因島)、尾道学寮(1929年 開設/広

島県尾道市吉和)などがあげられる。これ らの施設の関係

者へのヒア リングおよび資料収集を計画した。

まず研究計画に基づいて予備調査をおこない、本研究

の目的を達成するために適 していると判断した大分県臼

杵市(以 下では津留とする)、広島県尾道市(同 、吉和)、

中国福建省九龍河 口(同、連家船漁民)、長崎県西海市(同、

大瀬戸)、大阪府大阪市港区(同 、港区)、東京都中央区

(同、勝 どき)、神奈川県横浜市(同 、山下町)で フィー

ル ドワークをおこなった。津留、吉和、連家船漁民、大

瀬戸は伝統的水上生活者がかつて根拠地としていた集落

で、津留は洞海湾岸と大阪湾岸の児童福祉施設に子ども

たちを送 り出した。吉和と連家船漁民は漁業を主とする

集落で、現地に児童福祉施設が作られた。大瀬戸は児童

福祉施設を必要 としなかった事例である。港区、勝どき、

山下町は都市の児童福祉施設が設置 された地域である。

2.「陸に上がった」子どもたち

2.1.陸 とつながっている伝統的水上生活

水上生活者の英訳としてseanomadsが 多用 されてき

たように、水上生活者という言葉には、ほぼ陸地との接

点がなく、生涯、非定住的な生活をお くるというイメー

ジがある。しかし本研究から浮かび上がる近代以降の日

本と中国の水上生活者は、根無し草のように水上を漂う

イメージではない。津留では普段は各地に散らばってい

ても血縁 と地縁が強固な社会生活が営まれていたし、吉

和でも尾道学寮に入る子どもたちは吉和の子どもに限ら

れており、集落には親戚にあたる大人たちが暮 らしてい

た。 これは中国の連家船漁民も同様で、連家船漁民には

自分たちの先祖の出身地とされる農村があ り、出身地を

同じくする漁船鷲(hizunbangiと いうグループを作って

いた。そ して陸地定住者である農村の住民と漁船謂の構

成員の間には血縁関係があると認識 されてきた。どこに

いようとも子どもたちには帰属意識をもつことができる

陸の社会があった翅)。

このことは先行研究の再読からも確認できる。「漂海民」

研究の先駆者である羽原又吉は、漂海民の定義 として①

土地 ・建物を陸上に直接所有していない、②小舟を住居

にして一家族が暮 らしている、③海産物を中心とする各

種の採取に従い、それを販売もしくは農産物 と物々交換

しながら、一カ所に長くとどまらず、一定の海域を絶え



ず移動 している、この三点を指摘したが、その指摘に続

けて1963年 の時点で 「この三条件にあてはまる人たち

は、もはや今 日では稀にしかみられないようだ」と述べ

ている畑。陸にどのような形であれ家屋がある、陸で生

活する親類縁者がいる、移動 と停泊を繰 り返 しながら

物々交換だけでなく、金銭を介 した商売もするというの

が近代 日本の標準的な水上生活の姿であった。

また伝統的水上生活民の集落では、集落ごとに大体の

生業戦略が定まっていた。吉和では遠方に漁に出かけて

年に5回 、紋日に集落に戻った。「船乗 りの村」である津

留では年に1度 、盆にだけ帰省 した。連家船漁民は根拠

地の水辺に船や筏をつないで老後は定住的な暮らしをし

た。このような集落の個性が子どもの教育に影響 した。

2.2.伝統的水上生活とつながる大都市港湾の艀

伝統的水上生活者の集落のなかには、能地漁民(広 島

県三原市幸崎能地を根拠地とする水上生活者)が っくっ

た枝村のように、船にのってやってきた中途移民が新し

く作ったとい う伝承をもつ集落が多くある。津留も 「能

地系」の中途移民の集落で、それゆえ津留には周辺地域

とは異なる方言や慣習がある。船の操作に長けた一風変

わった言葉を話す人々が住む津留の集落は、周辺集落の

人からは 「外国のようだ」といわれることすらあった。

これは当事者たちも認めており、津留の人は学校に行か

ないと 「言葉ができない」と考え、学校教育の重要性を

よく理解 していた。地域社会での異質視 と優れた操船能

力、この二つの要素が伝統的水上生活者 としての伝統を

もつ津留の人々を洞海湾や大阪湾へ向かわせた。

大阪湾の水上生活者の子ども向けの児童福祉施設に、

伝統的水上生活者の家庭の子 どもが多かったことを推測

させる資料がある。大阪水上隣保館は個人経営の学寮 「水

上子供の家」として1931年(昭 和6)に 開設された施設

である。ここには1934年(昭 和9)に48名 、1938年

(昭和13)に82名 、1943年(昭 和18)に84名 の児童

が在籍 していた。その原籍所在地を図1に 示した。原籍

所在地を多い方から順に5位 まで上げると、広島県(60

名)、岡山県(55名)、 愛媛県(16名)、 香川県(15名)、

福岡県(12名)と なる。この順は瀬戸内海沿岸の代表的

な伝統的水上生活者である能地・二窓(いずれも広島県)

系の集落の数と、ほぼ比例 している文4)。

大阪水上隣保館の年報 『水上の友事業報告 昭和9年

度』の冒頭には 「水都大阪には約6万 人に達する水上労

働者と1万5000人 に達する水上生活者を有しています。

約1000人 の学齢児童中400人 は不就学児童です」とあ

る。この施設の開設当時、大阪湾とその周辺には各地か

ら大量の労働者が集まり、その約1/4が 水上に住み、学

齢期の子 どもの4割 は学校に通っていなかった。その不

就学児童の1割 強にあたる48名 を大阪水上隣保館が引
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図1大 阪水上隣保館の子どもたちの原籍所在地文5)

(単位:人)

参考文献には在籍児童の一覧表があり、(出版年不

明)の 昭和9年 度版と、1938年 の13年 度版には児

童の原籍として都道府県名、現住所として 「○○組

20號 」などと艀の名称が併記されている。

き受けたことになる。同資料にはこの施設が、大阪市内

水上全般、約6万 人の水上生活者(船 頭)及 び水上労働

者(沖 仲仕、水上行商人其ノ他)を 対象としていること

が明記 されているので、入所者を選別 していなかったと

考えらえる。それにもかかわらず伝統的水上生活者の多

い地域の子どもたちが多く在籍し、能地 ・二窓系の集落

がない兵庫県、徳島県、一か所だけある和歌山県、海岸

線のない奈良県の子どもはいなかった。

2.3.陸 の大人がみた船の子どもたち

伝統的水上生活者の子どもも、伝統的水上生活者を含

む都市部の水上生活者の子 どもも、陸の教員や施設職員

にとっては独特の生活習慣が身についた子どものように

感じられたようである。そこで各施設では子どもの身に

ついた生活習慣に十分配慮 した接 し方が模索された。

吉和の子どもだけが在籍 した尾道学寮が発行 した 『尾

道学寮のしおり』(1964年)に は、養護方針について 「正

しい愛情の中で家庭的躾や集団的訓練を行い、社会人と



して親 しまれるような社会性を養 うことに重点をおくこ

と」とある。「児童の健康管理および精神衛生については、

特に重視すること」「率直に言って、収容児童の多くは特

異性を相当持っているので、とくに肝要な、感謝 ・努力 ・

素直の3綱 を、本寮の生活綱領として奨揚している」と、

職員の苦労が滲み出ているような記述もある文6)。

吉和の一本釣 り漁のように、子どものうちから技術を

体に覚えさせなければならない仕事をする集落では、子

どもに標準語をはじめとする一般的な教育を与える利点

よりも、その集落の人でなければできない技術の伝承が

重視されていた。 したがって尾道学寮は近代的な教育観

を子どもに押 し付けずに吉和の慣行を尊重 した。たとえ

ば船での一本釣 り漁では、常に片手で釣 り糸を持ってい

なければならないので、吉和の人々には片手で食事など

の諸事を済ませる慣習があった。それを学寮では行儀の

悪いこととはせずに、そのまま受け止めた。『尾道学寮物

語』の表紙にある「船をお りて、私たちは学校に行った。

そ して今、再び、海へ!」 というコピーは、尾道学寮が

伝統的水上生活を尊重したことを象徴 している。これは

「吉和漁民」として、同じような家庭環境や文化的背景

を持つ子 どもだけが在籍していた尾道学寮だから実現で

きたことであろう。
一方

、大阪や横浜などの大都市港湾部では、水上生活

者に限らず、港湾労働に従事 している労働者の間で、暴

力や博打、過度な飲酒など、子どもの生育環境にはふさ

わしくない文化がみられた。そこで施設の職員は子ども

たちの置かれた環境 と、そこで幼少期を過ごしたがゆえ

に身についたらしき性質を冷静に分析 して、良き社会人

表1水 上 生 活者 の 子 ど もた ちの 問 題 点

〔大 阪市 水 上 学童 寮1959〕pp.8-9よ り作 成 した文7)。

問題点

(共通に見られる特徴)
摘要

言語動作が粗暴である

海上生活のため自然大声となり乱暴な言句

の使用、又船上を渡り歩く粗暴な動作が習

慣化されている。

衛生観念に乏しい
裸足で外へ出、汚れが苦にならず(洗 面、手

洗いの習慣にも欠け)幼 児の清潔教育がな

されていない。

情緒に欠け安定感がない
移動性の住 居、危険観念、土のない暗さ、な

どが落ちつきを欠かせ問題である。

社会性に乏しく適応性がない

幼児期に於ける友達がなく、従って遊びをし

らず、その中に培われる社交性 、Jl頂応性に

欠ける。

整理整頓の習慣に欠ける
狭い室で自他 の持物 に対する取扱いが出来

て居らず乱雑、粗末である。

態度、姿勢が悪い

居室の構 造が全く異りどこへでも腰かけ、ね

そべ り、きちんと坐らない一つの習慣があ

る。

偏食の傾向をもっている
定ったたべものが 多い為 、自然たべずぎらい

な点がみられる。

働くことを好まない

両親の仕事 の特種性と狭く、且つ危険な水

上という環境が手伝いの習慣化などに問題

を与えている。

服装がだらしない
対人関係が一定であり、容儀が整わなくても

平気で無関心なところがある。

感謝の念に乏しい
社会的に交渉の少ない海上生活と更に施設

の集団的生活が一つの原因と考えられる。

として施設を後にできるような行き届いた指導をおこな

うことをめざした。

表1は 大阪市水上学童寮 「海の子の家」がまとめた、

施設を利用している児童たちの問題点の一覧である。歯

切れ悪 く表現されることが一般的な水上生活者の子ども

たちの 「特異性」を、海の子の家は的確に整理 し、より

よい指導をおこなうための基礎資料 としていた。

問題点の指摘は今 日みると辛辣な表現になっている。

しかし摘要欄をみると、問題の源泉を子ども個人にもと

めるのではなく、水上生活における生鮮食品や真水の得

難さや、船の居住性の悪さなど、子 どもを取り巻く環境

に求めている。施設の指導的立場にある大人たちは、陸

で落ち着いた生活をすれば子どもたちの問題はおのずと

改善されるはずだと考え、子どもにとって最善の方法を

日々の実践の中で模索した。そのような取 り組みの一環

として、海の子学園では船では難 しい植物の栽培や、地

域に開かれた演劇の発表会、クリスマス等の年中行事な

ど、子 どもの人生経験を豊かにするための機会がふんだ

んに設けられた。これは大都市港湾部の水上生活者向け

の児童福祉施設の特長と考えられる。

3.1.伝 統的水上生活者の根拠地に作 られた施設一尾道

学寮

「吉和村立託児所」は、1928年 に長屋形式の民家を借

りて開設された。当時、全国の不就学率1位 は長崎大村

の 「家船」の子どもたちであり、御調郡吉和村(現在は尾

道市)の不就学率は全国で2位 であった。この状況を変え

るべく、吉和の子 どもたちの就学を支援するための施設

が移転、新設、増設、改組を繰 り返 しながら作 られてい

った(表2)。

3.1.1.最 初の学寮

最初期の吉和村立託児所が開設 された場所は不明だが、

『尾道学寮物語』にある山根食品会長(吉和託児所第1期

生 ・故人)の回想では吉和小学校の近 くであったらしい。

旧吉和村の中心地、現在の尾道市吉和西元町、東元町

には昭和初期以前に建築された漁民の家が複数現存する。

そこで、かつて福山大学工学部藤原美樹研究室がおこな

った、両町の空き家の建築史的な調査の成果を参考にし

て、吉和村立託児所の平面構成を推定し復元を試みた(図

2)。 方位は 『尾道学寮物語』の記述からの推定である。

建物は、木造瓦葺平屋建ての簡素な二軒長屋である。

炊事場は入口近 くにあ り、居間、食堂兼寝室の8畳1間

のみである。1戸 に10名 前後の子どもが男女別に生活し

合計20名 前後入所していたようである。敷地は狭く、便

所は建物内部にあるが出入 りする扉は外部についている。

浴室はなく、定期的に近隣の公衆浴場を使用していた。

職員は、宿直のほかに2～3名 いたと推定される。



表2「 尾道学寮」の変遷畑

斜体が最初の学寮、明朝体が二番目の学寮、明朝体太字が三番目の学寮である。

名称 設置時期 定員 備考
昔初孫拉 詔 信所偲2ソ 1928.年(昭 初3年) 20名 2身長屋形式の房家を借ら仕ゲτ綴
吉和村立託児所 1930年(昭 和5年) 50名 新築移転
吉和託児所 1931年(昭 和6年) 100名 増築、定員増

尾道市立吉和託児所 1937年(昭 和12年) 吉和村、尾道市合併 により改称

尾道市立吉和託児所 1938年(昭 和13年) 事務室、修養室増築

尾道市立吉和学童寮 1943年(昭 和18年) 150名 改称、増築、定員増

尾道市立吉和学童寮 1944年(昭 和19年)
生活難により一時閉鎖 、疎 開してきた人の生活の場所と

なった。

尾道市立吉和学童寮 1948年(昭 和23年) 再開
尾道市立尾道学童寮 1953年(昭 和28年) 改称

尾道市立尾道学寮 1955年(昭 和30年)
児童福祉法 に基づく養護施設の認可 、設備や職員配置

に多くの改善が行われた。改称、紋 日学級はじまる、

尾道市立尾道学寮 1958年(昭 和33年) 150名(小 学生 のみ) 第1寮 舎か ら第5寮 舎を新 築

吉和学寮 1958年(昭 和33年) 70名(小 学生のみ) 新築の寮舎 に入れなかった児童が古い寮舎に入った。

尾道市立尾道学寮(図3) 1962年(昭 和37年) 250名(小 学生 のみ) 寮舎2棟増築
青藍寮 1962年(昭 和37年) 50名(中 学生のみ) 旧吉和学寮を青藍寮として存続

青藍寮 1965年(昭 和40年) 50名(中 学生のみ) 閉鎖
尾道市立尾道学寮 1971年(昭 和46年) 60名(小 学 生のみ)

尾道市立尾道学寮 1972年(昭 和47年) ? 一部解 体

尾道市立尾道学寮 1977年(昭 和52年) 閉鎖
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図2吉 和村立託児所推定平立面図(最初の学寮)

3.1.2.二 番 目の 学 寮

二番 目の 学 寮 は 、1930年 に御 調 郡 吉 和村1340番 地(現

在 の尾 道 市 吉 和 町東 元 町29)に 新 築 され た。当初 の施 設 の

定員 は50名 で あ っ た。 施 設 は 、1931年 に増 築 され 、 定

員80名 となった。また1938年 の増築で定員100名 に、

1943年 の増築で定員112名 と定員が増え続けたが、1955

年に児童福祉法に照 らし合わせて設備の改築や職員配置

の改善が行われた結果、定員が80名 に減 り、新 しい学寮

(図3)を 作る必要性が出てきた。



図3尾 道 学 寮(三 番 目の学 寮)

『尾 道 学寮 物 語 』p.64を 参 照 して@1920モ ジ ュ ール に よ り、居 室 、廊 下 、 入 口ほ か の形 状(規 模)を 推 定 作 図 した。



二番 目の学寮の児童室は、日照を確保するため東西に

配置 され、1室 に10名 前後が居住 した。窓際には造 り付

けの勉強机があ り、壁は漆喰仕上げ、腰壁は板張 り、床は

畳敷きである。各自の道具などを収納する棚(布団を保管

する台)以外に家具はない。便所は屋外のみである。保母

室は独立しているが、実際には児童室で指導することが

多く、あまり機能していなかったと考えられる。児童室は

各8坪(28.88㎡)で 、1名当た り2.88㎡ である(1坪 を3.61

㎡と設定、現在の基準は4.95㎡ 以上)。

この施設では、子 どもが学校へ通い、規則正 しい生活、

基本的な行動を理解 して実行できるようになることを目

的とした。そのために手洗い、歯磨きの励行、清潔な衣類

の着用などを指導し、整理整頓、掃除、排泄、休息、睡眠、

運動を織 り交ぜた安定的な生活 リズムを作ろうとした。

三番 目の新 しい学寮ができると、この二番 目の学寮は

「吉和学寮」と改称 して、尾道学寮に入れなかった小学生

70名 を受け入れた(職 員7名)。 その後、吉和漁業協同組

合 「青藍寮」となって中学生を受け入れ、青藍寮が閉鎖 さ

れる1965年 春まで存続した。

3.1.3.三 番目の学寮

三番 目の学寮は1958年 、尾道市吉和町5028番 地(現

在の沖側町5-9)に 新築された。当初5棟 の寮舎が建築 さ

れたが、4年後にはさらに2棟 が増築された。図3は 増築

後の復元図で7棟 、定員250名(小 学生のみ)と いう、

日本の伝統的水上生活民の根拠地に設置 された児童福祉

施設の建物 としては最大規模 と推測 される。この三番 目

の学寮は、木造スレー ト葺き平屋建てで、各棟に保母室、

便所、洗面所があり、子どもたちに衛生面の指導をするの

に適 した施設であった。中央に食堂(集会所)を配置 し、左

右にクラスター状に児童室を配 し、個人の管理 と全体の

連携が考慮 されていた。児童は小学校低学年のグループ

と、小学校高学年 と中学生のグループに分けられて、男女

別に同 じグループの約10名 が一部屋の居室で生活 した。

各棟には、保母3～4名 が配置され、それぞれ担任指導員

がおかれた。

3.2.大 都市港湾部の水上生活者向けに作られた施設一東

京水上尋常小学校/日 本水上学校

図4東 京水上尋常小学校推定平面図(1930年)

『水上学校の昭和史』p.85を 参照した。@1920モ ジュールを前提に、部屋の縦横比により形状を設定し全体の床面積

の整合性をとった。教室や寝室の写真より、窓の配置や寸法を設定した。部屋の架構は梁問の寸法よりトラスの可能

性があるため、角は筋違があることから壁とした。



1927年11月 、水上生活者の福利増進を目的として、

東京で水上協会が設立され、水上生活者のための小学校

が計画 された。水上協会の理事長(のちの初代校長)には、

水上生活者の実情に詳 しい、元東京水上警察署長 ・寺阪藤

楠が就任 した。そして1930年 に 「東京水上尋常小学校」

が設立 された。所在地は、京橋区月島西仲通9丁 目5番

地(現在の中央区勝 どき 「児童館」前の公園付近)である。

この水上小学校について、面積を参照 しながら開口部や

寸法を推定 して平面図を作成 した(図4)文9)。

「日本水上学校」(現・社会福祉法人 日本水上学園)は 、

1942年 、伊藤伝氏(1880年 生まれ)によって、横浜港の水

上生活者の子 どもたちのために寄宿舎つきの小学校 とし

て創設 された施設である。伊藤氏は、熱心なクリスチャン

であった。設立時には、「印度人商館」(現在の元町中華街、

ローズホテル横浜付近)に間借 りしており 「日本水上学校

仮校舎」の標札がかけられた。当初の生徒は小学校6年

生の3名 、第1回 目の創立記念日には、先生5名 、児童

30名 となった。1943年 、校舎の明け渡 しが求められ、工

場の建物(中区山下町33番 地)に移転 した。1944年 「横浜

ユニオンチャーチ」(中区山下町66番 地)に移転した。敷

地面積1120㎡ 、建物は、教会(3階 建)、牧師館(2階 建)、

日本家屋(3棟 、平屋建)で構成 されていた。同年の生徒数

は33人 、教職員は8人 であった。

1945年 に東京都西多摩郡羽村(現在の羽根市)に集団疎

開したが、終戦を迎えたのでクリスマスに横浜に戻った。

焼け残った牧師館 と日本家屋は、昼間は教室、夜は寝室と

して使用された。その後、1947年 に現在の場所(中区山下

町140番 地)に新築移転

した。 日本 水 上 学校 の児

童 た ち は、 正 月 に は、 両

親 の も とへ 帰 り10日 間

ほ ど家 族 で 過 ご す こ と

に な っ てい た 。

写真1(左)寝 室

写真2(下)食 堂

いずれ も日本水上学

園提供。撮影年不明。

4.都市の施設に子どもを送 り出 した伝統的水上生活者の

集落一津留

4.1.内 航船と艀

津留は広島県三原市能地か ら移住 した とい う伝承があ

る集落で、現在、津留の人々は自分たちの集落を 「船乗 り

の村」と表現する文10)。近代以降、津留の人々は機帆船で

の海運業、打網漁、行商などを生業 としていたが、第二次

世界大戦で主な住居でもあった機帆船の大半を軍用船 と

して徴用されて、住まいも仕事も失った。その後、一部で

は自家用船を購入 して内航船 とし、家族を伴って 日本各

地を移動 していたが、子 どもが学齢期に差 し掛かると内

航船の妻子は教育のために陸にあがった。このように自

営業者 として船の生活を再建 したものは少数派で、大半

は仕事を求めて洞海湾へ行き、製鉄業が不振になると大

阪湾へ移 り、艀をはじめとする多様な港湾労働に従事 し

た注5)。その子 どもたちが、若松児童ホーム、八幡児童ホー

ム、海の子の家などに入って学校に通った。現在の津留で

は、子どもを施設に預けたかったのに、定員オーバーで、
一人っ子を理由にあずかってもらえなかった とい う話も

聞かれる(大 阪市港区の事例のようだが施設は不明)。

4.2.子 どもの回想

1943年 生まれの女性は北九州市小倉の祖母の家に預

けられて、そこから小学校に通っていた。5年 生のときに

八幡児童ホームが開設されたので、1年生だった妹 と一緒

に入所した。当時、30人 くらいの子 どもが一緒に入所 し

た。妹は寂しがって泣くので歌を歌ってやった りした。自

分も5歳 から親 と離れて暮らしていたから、妹の気持ち

がよくわかった。その話をホームの先生にすると、先生は

涙を流 しなが ら聞いてくれた。姉妹の寝室は別だったけ

れ ども、こっそ り互いの寝室に入 り込んで一緒に寝た り

していた。部屋割 りは学年ごとではなく、二毅ベッドが二

つ入った4人 部屋に、小中学生が混ざっていて、上級生

が下級生の世話をしていた。姉妹が一緒に寝ているのに

気づいてもホームの先生は姉妹で協力 して偉い といつも

ほめてくれた。

両親は新 日鉄の艀に乗っていた。週末は艀に戻って家

族そろって過ごすから、土曜 日の昼食をホームで食べて

か ら子 どもたちは手をつないで艀がつ くところに向かっ

た。 しかし急いで行っても艀が出航 して しまった後で泣

くこともあった。父親が水上町(水 上生活者が集 中してい

る場所の自治組織だったようだが詳細は不明)の 町長を

していたので、年に一度あった陸の家へのホームステイ

では管理職の家庭が割 り当てられたようで、新 日鉄の部

長 さんの家に妹 といった。その家には大学生のお兄 さん

がいて、なんだか怖いような気がした。キリス ト教系の施

設ではなかったがクリスマス会があり楽 しみだった し、

お誕生会を開いてくれるのもうれ しかった。誕生 日を施



設のみんなに祝ってもらうと、私 も誕生 日の子を祝って

あげたい とい う気持ちになった。ホームには中学3年 ま

でいて、その後、高校に進学 して小倉の丸和(福 岡を中心

に店舗展開 していたスーバーマーケット)に 就職 した。

「私は児童ホームに入れてもらえて、先生にもかわい

がってもらえて幸せだった」と当時を回想する彼女は、小

倉から津留に帰省 した際、同じように帰省 していた東京

の大学を出た男性 と出会って結婚 した。同じ 「船乗 りの

村」の新婚夫婦は内航船を手に入れて、新婚生活を北海道

から沖縄まで船でさまざまな荷物を運びながら過 ごした。

第一子は船酔いす るので母に預けたが、第二子は大丈夫

だったので学齢期まで船に乗せていたという。

5.自分たちで作った学寮一中国福建省潭州市 「漁民船工

子弟小学校」宿舎

5.1.設 置の背景

20世 紀の前半まで、連家船漁民のほとんどは教育を重

視 していなかった。だが数少ない教育熱心な家庭では、根

拠港の川岸に置かれた 「漁寮」(hi7iao)と い う使わなく

なった船に定住す る老齢の連家船漁民に子 どもを預けて

学校に通わせた(写 真3-1、3-2)。 移動 しながら仕

事をする親は、陸地定住 した協力者なしに、自分の子ども

を教育できなかった。

写真3-1(左)、3-2(右)漁 寮 古い船が岸に柱

で固定されている。張亜清氏提供。撮影年不明。
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写真4定 住根拠地の小学校で運動をする連家船漁民

の子どもたち 張亜清氏提供。撮影年不明。

やがて連家船漁民の間でも教育の必要性が認識 される

ようにな り、1953年 、当時Sm水 上郷人民政府に属 して

いた連家船漁民は、自分の子どもたちを教育するために、

九龍江の川岸に 「漁民船工子弟小学校」を設立した。この

小学校は 「漁民小学」とい う愛称で親 しまれた。「漁民小

学」は1953年 に開設された際には屠畜舎の2階 を間借

りして授業をしていた。その後1年 ほどして独立した建

物へ移ったが、 どちらにも教室のほかに子 どもたちが寝

泊ま りする部屋があった。1959年 、夏の大型台風で132

名の連家船漁民が死亡すると、県人民政府は連家船漁民

の定住根拠地を作ることに関心をもつようになった(連

家船漁民の間での通説)。やがてその定住根拠地への定住

が進み、1976年 には定住根拠地に 「漁民小学」が移転 し、

名称も 「Sm漁 業大隊漁業小学」に変更された。この新 し

い学校は3階 建てで15の 教室があったが宿舎は併設 さ

れなかった(写 真4)文11)。

5.2.子 どもの回想

1946年 生まれの男性は、父親が魚を運ぶための運魚船

に乗っていて、その運魚船で生まれ育った。そ して満7歳

になると漁民小学の第1期 生 として1年 生から学校へ通

った。「学校へ行 く時間があるなら、漁を手伝え」と考え

る親が多かったが、父親は教育の大切 さを知っていた。一

緒に入学した同級生は10人 程度で、学校へ通えなかった

者であれば誰でも入学できたので、同級生には13～14歳

のヒゲが生えたような人もいた。漁民小学は、1～4年 生

を初等小学、5～6年 生を高等小学 としていたように記憶

している。最初の授業では 「第一課 開学了(新 学期が始

まりま した)!」 と、まず先生が普通話(pootongua=

標準中国語)で 文を読んだ。聞こえた通 りに、自分たちも

真似 して発音 したけれ ども先生が何を言っているかわか

らない。すると先生がす ぐに同じ文を、本地話(bunde

α∂=地 元の言葉。ここでは、福建省南部で広 く話 される

方言の閲南話を指す)で 読んで くれた。つぎは 「上課了

(授業が始まりました)!同 学(同 級生)、学校同学根多

(学校には同級生がたくさんいます)」だった。ここまで

は今でもはっきりと覚えている。先生はス リッパのはき

方まで教えてくれたが、一緒に入学 した同級生で、卒業ま

で残ったのは、自分のほかに2人 だけだった。1人 は 「大

頭」、1人 は 「臭頭」という名前だった。先生が2人 の名

前はあまりにも単純で意味もよくないか らといって、大

頭には 「財発」、臭頭には 「万寿」という名前をつけてあ

げた注・)。

6.おわ りに一施設が子どもの人生に与えたインパク ト

水上生活者の子 どものために設置 された二種類の児童

福祉施設のうち、根拠地型では漁業など従来の生業の妨

げにならないような教育的配慮が、地域社会の知識に照



らし合わせて自然におこなわれていた。それに対 して大

都市港湾型では、さまざまな地域からやってきた子 ども

たちの文化的背景に配慮す ることは現実的ではなく、む

しろ大都市港湾部の労働者の間に広く見られた酒、賭博、

暴力などが 日常的な 「乱れた水上生活」に染まることを警

戒 し、さまざまな経験をさせて子 どもたちの知見を広げ

るために知恵を絞った。はじめから建物を新設する場合

もあったが、発足当初は民家や商館の一部などを転用 し

た施設 も多かった。 これは屠畜舎を間借 りしていた中国

でも同様だった。施設が開設 されてもす ぐに子 どもが集

まるわけではなく、親が子 どもを安心して預けられ る施

設だと判断して入所者希望者が増えると、それに対応す

るために新 しい建築が作 られた。

本研究から浮かび上がってくるのは、港の凌深に端を

発する艀への居住禁止、戦争での軍用船徴用、台風での壊

滅的被害 といった、法律や社会情勢、自然災害によって、

陸に定住す るようになっていった水上生活者の姿である。

水上生活者の陸上がりを促 した要因としての 「教育」は副

次的なものにすぎず、たとえば尾道学寮では子 どもたち

が再び海に戻 ることを想定しており、陸上がりさせ よう

という意図はなかった。児童福祉施設 とそこから通った

学校での経験は、子 どもたちに陸上がりを促 したとい う

より、水上での人生を続けてもよい、けれ ども別の生き方

もあるということを子 どもたちに知らせて、人生の選択

の幅を広げた。これが本研究の結論である。伝統的水上生

活者の元根拠地である津留 と吉和に現在生活する人びと、

あるいは居住 していなくても帰属意識をもつ人びとの、

ほぼすべてが義務教育を受けており、若い世代では大学

を出ている者 も少なくない。それでも海での仕事を選択

し、水上警察官、海上 自衛隊員、運搬船乗組員、造船関係

者などとして、多くの時間を海で過 ごす者がいる。

また各地の施設が水上生活者全般に与えた最大のイン

パク トは、地縁、血縁のない他者が、自分たちのことを、

親身になって助けてくれ るとい う経験であったと考えら

れる。施設が設置される前、子どもを陸の学校に通わせた

い場合に頼れ るのは親族だけだった。 これは教育に限ら

ず、通婚範囲が狭い水上生活者には、生活のすべての面で

頼れるのは親族だけという感覚があった渕 。大都市港湾

部に仕事を求める際にも、親族のつてを頼 ることが多か

った。 しかし児童福祉施設では高等教育を受けた専門知

識をもつ指導者が、子 どもの生活全般の面倒をみてくれ

た。陸から異質視 され、水上生活者の方でも陸を快く思わ

ないような風潮があるなかで、これは新 しい経験であっ

た。さまざまな理由で施設を中途退所する者は、どこの施

設でも少なくなかったようだが、卒業した者は施設に感

謝 してお り、施設の 「先生」と子どもの交流が長く続いて

いる例は日本でも中国でも見受けられた。
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<注>

1)海 の子学園池 島寮(中 学生向けの学寮)元 職員の私 的な覚書

によれ ば、昭和47年 の時点で、池 島寮 を利用する子 どもの

うち、住所がアパー トの者が19名 、艀の者が14名 であった。

禁止後、す ぐに艀 で生活す る者がいな くなったわけではない。

2)海 の子学園池 島寮 の元職員によると、艀ではお とな しく親 の

手伝 いをす る中学生が、寮では手を付 けられないほ ど暴れ る

こ とがあった。同 じよ うなことは他 の施設 でもあった。

3)伝 統的水上生活者 の集落の一っである津留は、伝統 的に女性

が行商 で家族を養 ってきた とされ る。 しか し津留の人々は近

代 的教 育の必要 を理解す る と、男子 を優先 的に就学 させ た。

そ して学校 を出た男性 たちは近代的な労働者 として、海運業

を中心 とした諸産業にかかわ り、妻子 を扶養す るようになっ

た。女性 の教育は後回 しに され たが ゆえに、現在で も高齢女

性 の識字率が低い とい う話が聞かれる。 しか し高等女学校 を

卒業 してい る女性 もお り、各家庭 の考 えと経済力が子 どもの

教 育に影響 した と考え られ る。

4)東 京 ・浅草橋 の私塾、平間寺学校 を嗜矢 として、東京7、 神

奈川2、 愛知1、 大阪6、 兵庫1、 広島3、 福岡3、 熊本1。 水

上生活者の子弟向けの施設 は、拡充や縮小、経営母 体の変更

な どによ り名称が変わった り、移転 した りしているこ とが多

い。 ここでは 〔長 田、山崎2004〕 の 「全 国水上児童保護施設

一 覧」 を参考に して
、同 じ系列の施設 は1と カ ウン トした。

た とえば 「尾道学寮」は、吉和村 立託児所や青藍寮な どと合

わせ て1と している。水上生活者 の減少 にともなって廃止 さ

れ た施設 と、一般養護施設に切 り替 えて存続 した施設 がある。

5)初 めは港区に集 中していた津留の人び とは次第に大 阪府 内の

各 地に散 っていったが、それで も大 阪移住者 と故郷 と関係 は

細 く、長 く保たれて きた。た とえば津留 の庵寺を建 て替 える

時(平 成5年)に は、津留区居住者か ら13,524,437円 、阪

神 ・区外 寄附者か ら6,035,000円 の寄附があった。津留区居

住者 が阪神 ・区外寄附者の倍以上の金額 を負 担 したが、寄 附

者 の人数で比較する と津留 区居住者 は119人 、阪神 ・区外寄

附者171人 で阪神 ・区外寄附者の方が多い。

6)ふ た りの名前 は本地話だが、漢字にす ると臭頭、大頭 にな り、

意 味は本地話で もそのまま臭い頭、大 きい頭 である。このよ

うな名前が付け られた理 由は不明だが、連家船漁民の間には

幼少 時に狗や豚 といった字 を含む人ではないよ うな名 前、あ

ま り意 味の良 くない名前 をつ けると、悪い ものに子 どもを持

っていかれないで済む(死 なないで済む)と い う伝承 がある。

また 日常的 には戸籍 上の名前ではな く、あだ名 を使 う。



7)た とえば津留では、20世 紀後半 にゲ ノム中心主義的な考えが

普及するなかで 「血 が濃い」ことが当事者 の問でネガテ ィブ

に語 られるよ うになった。もともとイ トコハ ンの結婚がめだ

つな ど、強いインセ ス トを避 ける慣行 はあ り、ある程度 「血

が濃い」ことは相互扶助のために好 ま しい とされてきた。ま

た村外か らの養子 も多 く、通婚範囲が狭 くても生物的な弊害

は出に くい状況が前近代 か ら続いていた と推測 され る。
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